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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月15日(2008.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明系及び投影対物レンズを有する投影露光装置であって、投影対物レンズが、吸収率
α＞０．０３ｃｍ－１の光学的有効素子を含み、この光学的有効素子が位置付けられてい
る位置において、上側開口光線及び下側開口光線の光路長が、投影対物レンズの光軸から
少なくとも６ｍｍの距離の物体位置から各々生じていて、光学的有効素子の領域で１５％
を超えて異なっていることにより、透過プロファイルのエラーを発生させており、投影露
光装置が、透過プロファイルのエラーを補正するための補正素子を備えている、投影露光
装置。
【請求項２】
　補正素子が、視野及びひとみにわたる透過を有し、これが光学的有効素子によって生じ
る透過プロファイルに関して反対に延在している、請求項１に記載の投影露光装置。
【請求項３】
　吸収率αが測定される、請求項１又は２に記載の投影露光装置。
【請求項４】
　光学的有効素子が、屈折率ｎ＞１．６、好ましくはｎ＞１．８、又はさらにｎ＞１．９
である、請求項１、２又は３に記載の投影露光装置。
【請求項５】
　光学的有効素子が、投影対物レンズの像面に面する表面を有し、その表面が平坦であり
、その表面の像面からの距離が投影光の波長λの４倍より短く又はさらに波長λより短い
、請求項１～４のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項６】
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　投影対物レンズの像側幾何学的開口Ａが、０．６を超える、特に０．７５又はさらに０
．８５を超える値を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項７】
　投影対物レンズの像側開口数ＮＡが、０．９を超える、特に１．１又はさらに１．３を
超える値を有する、請求項１～６のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項８】
　光学的有効素子が、液体又は固体である、請求項１～７のいずれか１項に記載の投影露
光装置。
【請求項９】
　光学的有効素子が、像面の前の最後の光学的有効素子である、請求項１～８のいずれか
１項に記載の投影露光装置。
【請求項１０】
　光学的有効素子が、液浸対物レンズの液体レンズである、請求項１～９のいずれか１項
に記載の投影露光装置。
【請求項１１】
　液体が水である、請求項８～１０のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項１２】
　液体レンズの、物体面に面する側が、平面である、請求項１０～１１のいずれか１項に
記載の投影露光装置。
【請求項１３】
　液体レンズの、物体面に面する側が、凸状である、請求項１０～１１のいずれか１項に
記載の投影露光装置。
【請求項１４】
　補正素子が、照明系及び／又は投影対物レンズに取り付けられた空間変化型、角度変化
型、又は空間且つ角度変化型フィルタ素子からなる、請求項１～１３のいずれか１項に記
載の投影露光装置。
【請求項１５】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、照明系内に位置しており、このフィルタ素子が、照
明系に関連する第２投影対物レンズの視野面の近傍に位置する空間変化型のものであり、
又は、このフィルタ素子が、照明系に関連する第２投影対物レンズのひとみ面の近傍に位
置する角度変化型のものであり、その場合、好ましくは、近傍を説明するパラメータτに
ついてτ＝０．１又はτ＝０．２又はτ＝０．４が選択される、請求項１４に記載の投影
露光装置。
【請求項１６】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、投影対物レンズ内に位置しており、このフィルタ素
子が、投影対物レンズの視野面の近傍に位置する空間変化型のものであり、又は投影対物
レンズのひとみ面の近傍に位置する角度変化型のものである、請求項１４～１５のいずれ
か１項に記載の投影露光装置。
【請求項１７】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、投影対物レンズ内に位置しており、このフィルタ素
子が、投影対物レンズの視野面の近傍に位置する角度変化型のものであり、又は、このフ
ィルタ素子が、投影対物レンズのひとみ面の近傍に位置する空間変化型のものである、請
求項１４～１６のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項１８】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、投影対物レンズ内に位置しており、このフィルタ素
子が、投影対物レンズの視野面又はひとみ面の近傍に位置する空間且つ角度変化型のもの
である、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項１９】
　フィルタ素子が、投影対物レンズの中間領域に位置している、請求項１４～１８のいず
れか１項に記載の投影露光装置。
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【請求項２０】
　フィルタ素子が、照明系からの光又は投影光に対して光学的に有効な表面上に層プロフ
ァイルで生成されていて、空間変化型フィルタ素子が、空間変化型の透過を有する層によ
って生成されており、角度変化型フィルタ素子が、角度依存型の透過を有する層プロファ
イルによって生成されており、空間且つ角度変化型フィルタ素子が、空間変化型の透過を
有する層プロファイル及び角度依存型の透過を有する層プロファイルの組み合わせによっ
て生成されている、請求項１４～１９のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項２１】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、ニュートラルフィルタ構成部品を有する、請求項１
４～２０のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項２２】
　投影露光装置が、ニュートラルフィルタ構成部品によって吸収された熱を補償するため
の装置を有する、請求項２１に記載の投影露光装置。
【請求項２３】
　層の少なくとも１つが、少なくとも部分的に反射性である、請求項２０～２２のいずれ
か１項に記載の投影露光装置。
【請求項２４】
　投影露光装置が、部分的に反射する層によって生成された外来光を、補償するための装
置を有する、請求項２３に記載の投影露光装置。
【請求項２５】
　少なくとも１つのフィルタ素子が、交換可能又は挿入可能である、請求項１４～２３の
いずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項２６】
　投影露光装置が、第２光学的有効素子を有し、この第２光学的有効素子が、フィルタ素
子の交換又は挿入から生じる像エラーの第２補正に寄与する、請求項２５に記載の投影露
光装置。
【請求項２７】
　第２光学的有効素子による第２補正が、素子の位置の変更又は素子の形の変更によって
生じている、請求項２６に記載の投影露光装置。
【請求項２８】
　第２光学的有効素子の形の変更が、素子の表面の材料の除去によって、又は素子に対す
る若しくは素子内部での力の作用によって生じている、請求項２７に記載の投影露光装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】強度変化の補償を伴う投影系及びそのための補償素子
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、強度変化の補償を伴う投影系及びそのための補償素子に関する。
【０００２】
　本発明はまた、投影対物レンズの物体面上に配置されたパターンを投影対物レンズの像
面上に結像するための投影対物レンズに、また基板を有する光学構成部品であって、少な
くとも１つの基板表面を干渉層システムで覆った光学構成部品に関する。光学構成部品は
、特に反射屈折又は屈折投影対物レンズに組み込むために設けられる、又はそれらに組み
込まれることができる。
【０００３】
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　本発明はまた、優先権主張日の前に公開されていない米国特許出願第６０／５９２２０
８号、第６０／５３０９７８号、第６０／５９１７７５号又は第６０／６１２８２３号に
記載されているような、特に浸漬リソグラフィ用の投影露光装置に関する。それの浸漬媒
質は、液体、好ましくは水である。
【０００４】
　本発明はさらに、たとえば米国特許出願第２００３／１７４３０１Ａ１号に記載されて
いるような、特に近視野リソグラフィ（ＳＩＬリソグラフィ（固体浸漬レンズ）の同義語
）用の投影露光装置に関する。
【背景技術】
【０００５】
　マイクロリソグラフィの投影露光装置は、半導体構成部品及び他の微細パターン装置の
作製に使用される。それらは、フォトマスク又はレチクル（以下の説明では全体的にマス
ク又はレチクルと呼ぶ）のパターンを、感光層で被覆した物体、たとえばフォトレジスト
で被覆した半導体ウェハ上に非常に高い分解能で縮小して投影するのに役立つ。
【０００６】
　半導体構成部品をフォトリソグラフィで作製する処理では、すべての構造体方向（特に
水平及び垂直構造体）をほぼ同一の結像品質で結像することが極めて重要である。リソグ
ラフィ対物レンズの結像品質は、収差の補正状態だけでなく、視野全体及び各視野点のひ
とみ全体での強度のプロファイルによっても決定される。視野及びひとみでのプロファイ
ルは、できる限り均一であるものとする。像面での局部強度変調は回避されなければなら
ないが、それは特に、今日では通例である二元レジスト材料は、第１近似で、強度閾値よ
り上で露光が行われ、強度閾値より下で露光が行われないことによってモデル化されるこ
とができる強い非線形の感度特性曲線を有するからである。その結果、空間強度プロファ
イルは、半導体構成部品上に生成された構造体の幅に直接的に影響する。視野全体及び異
なる構造体方向全体での線幅が均一であるほど、完成半導体構成部品を使用するときのク
ロック周波数が、またそれに対応して完成半導体構成部品の性能及び価格がそれだけ高い
であろう。したがって、限界寸法の変化（ＣＤ変化）は、重要な品質判定基準である。
【０００７】
　限界寸法の変化は、代替的又は蓄積的に効果を有するさまざまな原因を有するであろう
。特に、偏光で作動する光学系では、入射角に依存する干渉層システムの反射又は透過特
性が、視野及びひとみ全体での強度の不均一をもたらすであろう。この問題部分は、純粋
屈折（屈折光学的）結像系の場合に発生するであろう。上記原因は、特に反射屈折投影対
物レンズにおいて、すなわち屈折及び反射構成部品、特にレンズ及び結像鏡が組み合わさ
れる光学系において発生するであろう。結像鏡面を使用するとき、不明瞭さをなくし、且
つけられをなくした結像を達成しようとする場合、ビームスプリッタを使用することが有
利である。幾何学的ビーム分割を伴う光学系や、物理的ビーム分割、たとえば偏光ビーム
分割を伴う光学系も可能である。そのような投影対物レンズに鏡面を使用することは、結
像中にＣＤ変化が発生する原因になるであろう。
【０００８】
　合成石英ガラスや、フッ化カルシウムなどのフッ化物結晶を使用するとき、これらの材
料が複屈折することをさらに考慮に入れなければならない。それらは、誘発及び／又は固
有複屈折のために、通過する光に対して偏光変化効果を引き起こすことがあり、それらの
効果によっても同様に、ＣＤ変化が発生する。最後になるが、材料欠陥、たとえば透明構
成部品内の散乱中心又は光条も、強度分布の不均一性をもたらすであろう。
【０００９】
　また、吸収性光学素子、特に浸漬媒質、特に浸漬液、固体浸漬レンズ（ＳＩＬ）、又は
高屈折率の他の屈折光学材料は、視野及びひとみ依存型透過分布を、したがって透過プロ
ファイルのエラーをもたらす。
【００１０】
　本出願人が２００４年１月１９日に出願したドイツ特許出願第ＤＥ１０２００４００２
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６３４．３号の優先権を主張して本出願人が２００４年２月２４日に出願した国際特許出
願第ＰＣＴ／ＥＰ２００４／００１７７９号は、浸漬リソグラフィ用に構成されたマイク
ロリソグラフィ露光装置であって、投影対物レンズの像側の最後の光学素子と像面との間
に形成して浸漬液を満たした浸漬内部空間に、像側の最後の光学素子からある入射角で入
射する光線が、その入射角が小さいほど、それだけ強く減衰されるようにして構成されて
投影対物レンズ内に配置された透過フィルタを投影対物レンズ内に設けた、マイクロリソ
グラフィ露光装置を開示している。そのＰＣＴ出願の全開示内容は、本出願の一部を構成
する。
【００１１】
　投影露光装置の使用期間が長くなると、素子の透過挙動の変更によってその透過分布が
変化する。このため、投影露光装置のメンテナンスが必要である。
【００１２】
　光学系の透過挙動は、ひとみ濾過又はアポディゼージョンによって変更されることがあ
り、通過する放射光の強度分布及び放射光に位相角の両方に介入する可能性があることが
わかっている。米国特許第５，２２２，１１２号は、専ら鏡構成部品で作動する極紫外線
（ＥＵＶ）用の投影系を記載しており、この場合、多重被覆鏡でのｓ及びｐ偏光の異なる
反射率のために、結像性能の劣化が発生しうる。投影対物レンズのひとみ面の領域内に配
置された凸面鏡は、光学系の結像特性を改善するために、反射率が鏡の縁部に向かって減
少する回転対称的な反射率分布を有する。軟Ｘ線を透過する、対応の回転対称的な透過関
数を有する透過フィルタが、代替として挙げられる。反射率の空間変調が十分に大きい鏡
を作製するために多くの可能性が挙げられる。１つの可能性は、反射多重干渉層システム
を、個々の層の層厚さが、中心から縁部まで連続的に増加又は減少するようにして（漸変
厚さ多層）構成することにある。論じられる他の可能性には、多層被膜内の層対の数の変
更、多層被膜の作製後のイオン注入、又は多層被膜上に適当な層厚さ分布で吸収層を生成
することがある。いずれにしても、ひとみ面の領域内に配置された鏡は、空間周波数フィ
ルタとして作用する。反射被膜の構造についての詳細な情報は記載しない。
【００１３】
　国際特許出願第ＷＯ０２／０７７６９２Ａ１号は、たとえば、レンズが屈折率の不均一
又は形状欠陥をある程度有していても、波面収差が極めて小さい投影対物レンズを提供す
ることができることを意図した光学系を作製する方法を提供している。その方法は、レン
ズの作製に使用された光学材料の屈折率分布を測定する測定ステップと、レンズの表面形
状を決定する表面測定ステップとを有する。レンズの光学エラー又は波面エラーが、測定
結果に基づいて決定される。その計算結果に基づいて、光学被膜がレンズ上に生成され、
該光学被膜は、波面エラーを最小限に抑えるのに適する所定の厚さ分布を有する。したが
って、被膜は、被覆光学構成部品で可能な限り均一な位相を確保するように構成される。
【特許文献１】国際特許出願第ＰＣＴ／ＥＰ２００４／００１７７９号
【特許文献２】米国特許第５，２２２，１１２号
【特許文献３】国際特許出願第ＷＯ０２／０７７６９２Ａ１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、限界寸法の変化を実質的に伴わないか、わずかに伴うだけである結像
を可能にする投影系を提供することである。
【００１５】
　本発明の別の目的は、干渉層システムで被覆され、且つ結像中にほぼ均一な強度分布を
得るための補正素子として投影対物レンズ内に使用することができる光学構成部品を提供
することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、コントラストの大幅な損失を容認する必要なく、浸漬リソグラフ
ィの利点を利用する投影露光系を提供することである。



(6) JP 2008-502127 A5 2008.7.3

【００１７】
　本発明の別の目的は、浸漬光学系の結像品質の長期的安定性を確保するための手段を提
供するために投影露光系を提供することである。
【００１８】
　上記及び他の目的は、独立請求項に従った投影対物レンズ、投影露光装置、光学素子及
び方法によって達成される。
【００１９】
　有利な発展が、従属請求項に記載されている。すべての請求項の表現は、明細書の内容
になる。
【発明の実施の形態】
【００２０】
　投影対物レンズの物体面上に配置されたパターンを投影対物レンズの像面上に結像する
ための、本発明の一態様による投影対物レンズは、複数の光学構成部品を物体面及び像面
間に有する。光学構成部品の少なくとも１つが基板を有し、その少なくとも１つの基板表
面が、その光学構成部品の有効断面全体にわたって反射率及び／又は透過率の空間変調が
大きい干渉層システムで覆われ、その変調を、投影対物レンズの残りの構成部品の空間透
過分布に適応させ、それにより、ひとみ面上に存在する放射光の強度分布が、干渉層シス
テムを備えない投影対物レンズに比べて相当に減少した空間変調を有するようにしている
。
【００２１】
　基板を有する光学構成部品であって、その少なくとも１つの基板表面が、光学構成部品
の有効断面全体にわたって反射率及び／又は透過の空間変調が大きい干渉層システムで覆
われている、光学構成部品は、投影対物レンズ内の１つ又は複数の源によって生じる正味
強度コントラストによって引き起こされる透過率プロファイルのエラーを補正するための
補正素子として有効である。正味強度コントラストは、ひとみ効果又は視野効果の３％を
超えるであろう。
【００２２】
　したがって、本発明の１つの態様は、光学特性の、製造公差のために生じる不可避変調
を相当に超える程度まで、光学的効率が有効面積全体で空間的に変調する干渉層システム
により、ひとみ面の領域内での位置依存型強度変動を補償することである。したがって、
特に、投影対物レンズ内の適当な場所又は領域で少なくとも１つの干渉層システムの効果
を狙い通りに「低下させる」ことが提案されている。この場合、干渉層システムは任意選
択で、反射システム（鏡層）として、又は反射減少システム（反射防止）被膜として形成
されることができる。このタイプの従来型干渉層システムでは、通常は有効表面全体にわ
たって可能な限り均一な効率（反射率及び／又は透過率）を得ることが必要である。この
場合、製造公差の状況から、均一効果からのずれは不可避であり、絶対反射率又は透過率
に対して何分の一又は数パーセントであることが多い。それとは異なり、本発明による干
渉層システムの効果は、選択された場所で、たとえば少なくとも１つの低反射領域が鏡面
上に存在する、又は反射防止力がわずかだけである少なくとも１つの領域が反射防止被膜
上に存在するような程度まで大幅に、狙い通りに低下させられる。
【００２３】
　そのような干渉層システムは、それを光学系内の適当な位置に配置し、それにより、当
たる強度の空間不均一分布が干渉層システムの効果によってより均一になるようにするこ
とにより、強度変動の補償に使用されることができる。たとえば、当たる放射光束が、特
に高強度の領域で不均一な空間強度分布を有する場合、たとえば、高い放射強度の領域が
、相当に低い屈折率の領域に当たり、それにより、反射光束での強度分布がより均一にな
るように、鏡層を配置することが可能である。当たる光の強度が特に高い領域内で、反射
減少効果を隣接領域と比べて、隣接領域より高い強度が反射される程度まで減少させ、そ
の結果として、光学構成部品を通過する放射光の強度分布をより均一にすることができる
ようにする反射防止層システムにより、対応の効果を達成することができる。
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【００２４】
　干渉層システムが反射被膜である場合、反射率の変調の大きさは好ましくは、干渉層シ
ステムの最大反射率の約３％を超える、特に約５％～約２０％であろう。このように、た
とえば、ある入射角について、反射率が有効表面全体で、複数パーセント、たとえば約２
、４、６、８又は１０％以上変化する高反射層システム（ＨＲ層）を生じることが可能で
ある。
【００２５】
　干渉層システムが反射防止被膜である場合、所定の入射角について、変調の大きさは好
ましく最小反射率の５０％を超える、特に１００％～５００％を超える値になるであろう
。特に変調の大きさは、干渉層システムの反射率が表面の少なくとも１つの領域で、未被
覆基板の反射率の約５０％を超える、特にその１００％を超える値になるほど大きいであ
ろう。既知のように、この残留反射率は、リソグラフィ対物レンズに使用される多くの透
明材料の場合、約４％近辺にあるが、「良好な」反射防止被膜は、多くの場合に残留反射
率を１％以下にすることができる。
【００２６】
　より高い、又は低い反射又は透過効果を有する領域の空間分布を任意の適当な方法で衝
突放射光の空間強度分布に適応させ、それにより、所望の補償効果を達成することが可能
である。この場合、透過率及び／又は反射率の変調は、たとえば光学構成部品の光軸に関
して回転対称的であることができる。また、干渉層システムの反射率及び／又は透過率が
、光軸に対して方位変調を、特に２重、３重、４重又は６重対称性を有する放射形対称変
調を有することも可能である。そのような実施形態は、特定の結晶方向を有する結晶材料
の固有複屈折のために生じる強度変調を補償するために特に有効であろう。干渉層システ
ムが、その光学効果の非対称的空間変調を、たとえば光軸に対して直角方向に連続的に増
加又は減少する透過及び／又は反射率を有するプロファイルを、又は低下効率の領域の任
意の他の分布を有することも可能である。
【００２７】
　可能な限り正確な補償効果を達成するために、所望プロファイルからのずれがわずかに
すぎない干渉層システムの反射率又は透過率の局部プロファイルを生成することが必要で
ある。これは、１つの発展によれば、干渉層システムが、上下に重なった、高屈折率及び
低屈折率を交互に有する誘電材料を含む複数の個別層を有し、周囲に隣接する外側層が、
層厚さの変調が大きい局部層厚さ分布を有することによって達成される。反対に、下側の
層は、製造公差の状況で均一である層厚さを有するであろう。適当であれば、最外層の層
厚さは、最小層厚さが最大層厚さの９０％、８０％、６０％、４０％又は２０％未満であ
るように大きく変化する。この結果として、反射被膜の場合及び反射防止被膜の場合の両
方で、反射率又は透過率の大きい変調を、局部的に望ましい効率の高い絶対精度で得るこ
とが可能である。適当であれば、領域によっては最外層の層厚さをゼロまで減らしてもよ
い。
【００２８】
　最外層は、高屈折率を有する材料を含んでもよい。そのような構造は、主に反射被膜に
は通例である。また、最外層は、低屈折率を有する材料を含むことができる。反射被膜で
は多くの場合にそうである。幾つかの実施形態では、少なくとも最外層は、四分の一波長
層（λ／４層）として寸法が定められる。この場合、四分の一波長層とは、層材料の屈折
率ｎと幾何学的層厚さｄとの積が、λを光学系の動作波長とする場合にλ／４±１０％の
値になる層を表す。干渉層システムの個別層の複数又はすべてを四分の一波長層として形
成してもよい。
【００２９】
　干渉層システムの効率の空間変調をさまざまな方法で生じることができる。一例は、所
定の空間分布に従って、高エネルギー放射光を、特にイオンビームを完成干渉層システム
に照射し、それにより、照射によって変化した層構造体を生じるようにすることを伴う。
この場合、イオンビームを、たとえばコンピュータ数値制御式に、処理すべき表面全体に



(8) JP 2008-502127 A5 2008.7.3

案内することができ、処理強度は、表面上のさまざまな位置にそれが留まる期間によって
設定されることができる。この場合、たとえば大きい層厚さ変化を伴う最外層の所望の層
厚さ分布を生じるように、層構造体を変化させることができる。代替又は追加として、層
の吸収率を照射によって増加させることができ、これは、反射防止被膜の透過の減少に、
又は反射被膜の反射率の低下に利用されることができる。したがって、層厚さ変化を生じ
るために、特に最外層の層材料の局部的除去及び／又は変更を利用することができる。
【００３０】
　塗布すべき個別層の層厚さ変化を、被覆処理中に狙い通りに生じることにより、層特性
の所望の空間分布も達成することができる。それ自体既知のダイアフラム方法をこの目的
に利用することができ、その場合、被覆処理中、基板表面の一部を材料源と被覆すべき基
板との間の遮蔽ダイアフラムによって時々遮蔽し、それにより、所望の層厚さプロファイ
ル及び／又は特定の層特性を達成できるようにする。光学被膜の特性に影響を与えるダイ
アフラム方法は、たとえば本出願人のドイツ特許出願第ＤＥ１０２３７４３０．９号及び
それに引用されている書類にも記載されている。異なった非回転対称層厚さプロファイル
を生じるための特別なダイアフラム方法を実施形態でより詳細に説明する。
【００３１】
　本発明はまた、基板を有する光学構成部品であって、少なくとも１つの基板表面が、そ
の光学構成部品の有効断面全体にわたって高い変調の大きさで、反射率及び／又は透過率
の空間変調が大きい干渉層システムで覆われている、光学構成部品を作製する方法にも関
する。本方法は特に、層厚さの変調が大きい空間層厚さ分布で干渉層システムの最外層を
作製することを含み、その場合、最小層厚さは好ましくは、最大層厚さの８０％又は６０
％又は４０％又は２０％未満でよい。下側の層は、ほぼ均一な層厚さを有してもよい。一
例の方法は、最初に外側層を与えられる最大層厚さで塗布し、次に、層材料の局部的除去
により、たとえばイオンビームエッチング（スパッタリング）により、反射率及び／又は
透過率の所望の空間変調をもたらす外側層の所望層厚さ分布を生じることを含む。
【００３２】
　本発明による光学構成部品は、さまざまな光学系で使用されることができる。好適な応
用分野は、高性能結像系、特にマイクロリソグラフィ用の投影対物レンズである。反射屈
折投影対物レンズ、すなわち、凹面鏡と、投影対物レンズの物体面から来た放射光を凹面
鏡の方向に向けるため、且つ／又は凹面鏡から反射した放射光を下流側の対物レンズ部の
方向に偏向するために設けられている対応のビーム偏向装置とを含む少なくとも１つの反
射屈折対物レンズ部を有する投影対物レンズでの使用が特に有利である。好ましくは純粋
に屈折型（屈折光学的）に構成される少なくとも１つのさらなる対物レンズ部を反射屈折
対物レンズ部の後方及び／又は前方に配置することが、多くの場合に好都合である。本発
明はまた、純粋屈折型投影対物レンズの場合、又はより大きい結像系の純粋屈折部分対物
レンズ内に使用されることもできる。本発明は、少なくとも１つの実中間像を有する投影
対物レンズの場合や、物体視野が直接的に、すなわち中間像を伴わないで、像視野に結像
される投影対物レンズの場合にも等しく使用されることができる。
【００３３】
　たとえば、浸漬液などの吸収材料によって起きる透過プロファイルの上記エラーは、光
学素子の正味強度コントラストとして決定されることができる。これは、ひとみ効果及び
視野効果を有する。
【００３４】
　本発明の一態様による投影露光装置は、透過に影響を与える、特にフィルタ付きの補正
素子を備える。該補正素子は、浸漬媒質によって起きる視野依存型及びひとみ依存型透過
分布を補正する。この場合、光学素子の透過挙動に大きく影響するパラメータ、特に透過
指数αを決定することが好都合である。
【００３５】
　補正素子が投影露光装置、特に投影対物レンズに収差を持ち込む場合、これらは第２補
正素子によって少なくとも部分的に補正されることができる。
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【００３６】
　上記手法は、浸漬媒質の変化のために透過分布が変わった投影露光装置でのメンテナン
ス作業にも適する。この場合、好ましくは上のパラメータ、特に透過指数αが新たに決定
される。この新たな決定は、特にシミュレーション又は測定によって行われる。
【００３７】
　上記及びさらなる特徴は、特許請求の範囲だけでなく、明細書及び図面からも明らかに
なる。この場合、個々の特徴は、発明の実施形態において、又は他の分野において、それ
ぞれの場合に単独で、又は複数を小組み合わせの形で、実現され、また好都合であるとと
もに本質的に保護が可能である実施形態を表すであろう。
【実施例】
【００３８】
　本発明によって解決することができる問題を説明するために、図１は、偏光ビームスプ
リッタ付きの反射屈折投影対物レンズ１００の構造を概略的に示す。それは、物体面１０
１上に配置されたレチクルなどのパターンを像面１０２上に縮小して、たとえば４：１の
縮率で結像するように働き、まさに１つの実中間像（図示せず）が生成される。λ＝１５
７ｎｍの動作波長用に構成されている投影対物レンズは、物体面及び像面間に、第１反射
屈折対物レンズ部１０３と、その後方の第２純粋屈折対物レンズ部１０４とを有する。反
射屈折対物レンズ部は、光軸に対して斜めの向きにある平面偏光ビームスプリッタ面１０
７を有する物理的ビームスプリッタ１０５とともに、結像凹面鏡１０８を有する鏡群とを
備える。縮小効果を有する対物レンズ部１０４は、光軸に対して傾斜した平面偏向鏡１１
０を有し、この偏向鏡は、ビームスプリッタ表面１０７での反射と組み合わされて、物体
面上に配置されたマスクを、像面１０２上に配置された感光基板、たとえばフォトレジス
ト層で被覆された半導体ウェハに平行な向きにすることができる。これにより、マスク及
びウェハのスキャナ動作が容易になる。偏向鏡を備えない実施形態、又は複数の偏向鏡を
備える変更形も可能である。
【００３９】
　偏光（それぞれの対物レンズ領域内で直線偏光又は円偏光された）紫外線での動作は、
このタイプの投影対物レンズの特徴であり、偏光状態は、ビームスプリッタ層１０７の特
性に合わせられる。偏光選択ビームスプリッタ層は、実質的に１つの偏光方向だけを透過
し、それ以外を遮断する。この場合、偏光成分（光学構成部品上のそれぞれの入射面に垂
直及び平行な電界ベクトルの成分）の役割は、ビームスプリッタ層が透過で、又は反射で
使用されるかに応じて、相互交換される。
【００４０】
　例示的な光学系は、照明系から生じる光が、物体面１０１上に配置されたマスク、及び
それに続く正レンズ１２０を通過した後、遅くとも偏光ビームスプリッタ１０５に入る前
に、ビームスプリッタ層１０７に対してｓ偏光されるように構成されている。ｓ偏光され
た光は、ビームスプリッタ層１０７によって凹面鏡１０８の方へ偏向され、それに向かう
光路上で、四分の一波長板１２１を通過し、この四分の一波長板は、直線偏光を円偏光に
変換し、その円偏光は、さらなるレンズ１２２、１２３を通過した後に凹面鏡１０８に当
たる。光は、この凹面鏡から反射して、まだ円偏光として、逆方向にレンズ１２３、１２
２を通過した後、四分の一波長板１２１を通過して、それによって直線偏光に変換され、
この光はこの時、ビームスプリッタ層１０７に対してｐ偏光されている。ｐ偏光された光
は、ビームスプリッタ層１０７を透過して、偏向鏡１１０に当たり、この偏向鏡１１０は
それを像面１０２の方向へ偏向させる。それに向かう光路上で、光は複数のレンズ１２５
、１２７を通過し、その間に投影対物レンズの像側ひとみ面１２６が位置している。
【００４１】
　対物レンズの透過を向上させるため、レンズ及び偏光ビームスプリッタのすべての入射
面及び射出面が、多層誘電反射防止干渉層システム（ＡＲ層）で被覆されている。鏡１０
８、１１０の鏡面は、高反射誘電反射干渉層システム（ＨＲ層）で被覆されている。
【００４２】
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　理想的には、上記の偏光識別が完全であり、個別の光学構成部品に当たる、又はそれら
を通過する光は、それぞれ理想的に望ましい好適な偏光方向を有する。しかし、使用され
た入射角を介したプロファイルを有する干渉層システムの偏光依存効果の結果として、透
明光学構成部品の応力誘発及び／又は固有複屈折の結果として、且つ／又は幾何学効果の
結果として、それぞれ望ましくない偏光成分の光強度も発生するであろう。したがって、
望ましくない偏光成分の、視野及び方向に依存して異なった大きさを有する部分が発生し
、それらの部分は、ビームスプリッタ層１０７で減衰されることができる。このため、た
とえば、像面１０１から来る光のｐ成分が透過し、且つ／又は凹面鏡から来る光のｓ成分
が反射されるであろう。その場合、これらの「拒否された」強度部分は、望ましい偏光成
分の強度内に存在しない。その結果、物体面１０１上のレチクルの照明が依然として均一
であったとしても、ビームスプリッタ層の後方において、視野点、及び光学系の射出ひと
み１２６上の像座標によっては、強度差が観察されるであろう。基準状態として結像マス
ク構造体の回折パターンが位置するひとみ１２６全体での望ましい局部強度分布を考慮す
ることが好都合である。
【００４３】
　ずらした位置の部分図は、ビームスプリッタ層１０７の具体的な層構造の影響を受けた
軸点の射出ひとみ１２６での空間強度分布を概略的に示す。この場合、照度は、線密度が
低い領域より線が互いに近寄っている領域で高い。このため、位置依存暗色化が射出ひと
みに確立され、これは、結像中の限界寸法の望ましくない変化に備えることができる。
【００４４】
　本発明によれば、投影対物レンズ内の適当な位置に存在する少なくとも１つの干渉層シ
ステム（ＡＲ層又はＨＲ層）の反射又は反射減少効果の影響を狙ったように低下させ、そ
れにより、機能層の光学効率の比較的大きい空間変調によって光学系の空間強度変動の部
分的又は完全な補償を達成することにより、その問題を軽減又は回避することができる。
【００４５】
　図２及び図３を参照しながら、まず最初に、いかにして鏡層の反射効果の目標局部「低
下」によって強度分布をより均一にすることができるかを説明する。凹面鏡１０８上に取
り付けられた高反射多層干渉層システム２００は、この目的の例示のために考えられてい
る。中間像を有する例示の光学系では、射出ひとみ１２６に対して光学的に共役のひとみ
面が、凹面鏡１０８上又はその近傍に配置されるような構成にすることができるので、こ
のＨＲ層が、所望のアポディゼーションに特にうまく適する。したがって、射出ひとみの
強度分布は、鏡層２００の反射率の空間変調により、狙い通りの影響を受けることができ
る。凹面鏡１０８では、放射光の比較的小さい入射角が生じるだけであり、これにより、
良好な反射効果を伴いながら比較的簡単な層構造にすることができるので、アポディゼー
ションのためにこの鏡層を選択することも好都合である。
【００４６】
　上記鏡層用にいわゆるλ／４構造を使用することができ、この構造は、高屈折率を有す
る誘電層及び低屈折率を有する誘電層を交互に使用し、その場合、層厚さｄは、ｎＨ・ｄ

Ｈ＝ｎＬ・ｄＬ＝（λ／４±１０％）の条件を満たさなければならない。この場合、指数
Ｈ、Ｌは、高屈折率を有する誘電材料及び低屈折率を有する誘電材料を表し、ｎはその材
料の屈折率であり、ｄは幾何学的層厚さである。λは、光学系の動作波長、たとえば１５
７ｎｍである。誘電ＨＲ層システム用の層順序は、直接的に基板上に塗布された高屈折率
の層で始まることができ、次にその層の上に、低屈折率を有する層及び高屈折率を有する
層のＮ対（表記：Ｓ｜Ｈ｜（ＬＨ）Ｎ）が配置される。達成できる最大反射率は通常、層
対の数Ｎに伴って上昇する。
【００４７】
　考慮される層材料の例は、高屈折率を有する層ではフッ化ランタン（ＬａＦ３）、低屈
折率を有する層ではフッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）である。代替として、フッ化ガドリ
ウム（ＧｄＦ３）、フッ化ジルコニウム（ＺｒＦ４）、フッ化ハフニウム（ＨｆＦ４）、
フッ化ホルミウム（ＨｏＦ３）、フッ化エルビウム（ＥｒＦ３）、フッ化イッテルビウム
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（ＹｂＦ３）又はフッ化イットリウム（ＹＦ３）も、高屈折率を有する材料として適当で
あろう。低屈折率を有する代替材料は主に、チオライト、クリヨライト、フッ化アルミニ
ウム（ＡｌＦ３）、フッ化ナトリウム（ＮａＦ）、フッ化リチウム（ＬｉＦ）又はフッ化
バリウム（ＢａＦ２）である。
【００４８】
　低反射率を有することを意図した領域内で、個別層すべての層厚さを数％だけ狙い通り
に減少させることにより、想定位置で反射効率の目標低下を達成することが可能である。
説明のため、図２は、３１枚のλ／４層を有する層スタックの反射率Ｒのスペクトルプロ
ファイル（実線）とともに、個別層すべての層厚さを、公称層厚さλ／４と比べて約７％
だけ減少させた構造のプロファイル（破線）とを示す。この全体的層厚さ減少が、スペク
トルプロファイルのより短い波長への「デチューニング」をもたらすことは明らかであり
、本例では、反射最大値（約９５％の絶対値）が、動作波長１５７ｎｍから約１４９ｎｍ
のより低い波長へ移動する。したがって、理論的には動作波長１５７ｎｍでの屈折率は、
層厚さプロファイルのλ／４～λ／４・０．９３の目標変化により、約９５％（１５７ｎ
ｍでのλ／４構造の最大値）～ １０％未満（１５７ｎｍでのλ／４・０．９３の反射率
）で変化することができることがわかるであろう。このより低い反射率は、高い波長側で
の一次最大値に隣接する第１最小値でのλ／４構造の値に対応する。したがって、層厚さ
の「デチューニング」により、反射率の局部変調における非常に大きい変調変動が可能に
なる。
【００４９】
　被膜作製において確立されたダイアフラム方法により、層厚さを上述したようにして、
たとえば被覆光学構成部品の中心から縁部まで減少させることが理論的には可能であるが
、ほとんどの標準被覆方法における製造変動は一般的に、すべての個別層の厚さがおおむ
ね、被膜間で約１％～３％変化するような効果を有する。しかしながら、反射又は反射率
は、一次最大値の縁部で非常に急激に低下するので、製造変動を考慮するとき、約１０％
～約３０％程度の大きさで実際に得られる反射率の大きい変化を無視しないことが必要で
ある。その結果、すべての個別層の特定の層厚さプロファイルを生じることにより、鏡の
有効範囲全体の干渉層システムの反射率を、強度変動の目標補償を可能にする十分に正確
に定められた値に設定することが困難になる。
【００５０】
　本発明の好適な変更形では、鏡の局部反射率の変動を相当に低くし、したがって、強度
変動をより正確に補償することが可能である。図３を参照しながらこれをより詳細に説明
する。開始点は、やはりＳ｜Ｈ（ＬＨ）ＮのタイプのＨＲ層システムである。入射光の方
向の最後の層（最外層）は通常、高屈折率を有する層である。その層に低屈折率を有する
層を追加的に塗布すると、これによって層アセンブリの反射効果が減少する。一般的に得
ることができる変調の大きさを、λ／４層を有するＨＲ層スタックの反射率を最上層の層
厚さの関数として示す図２を参照しながら説明する。開始層システムは、３１枚のλ／４
層を有し、その場合、高屈折率を有する材料は、ｎＨ＝１．７９を有し、低屈折率を有す
る材料は、ｎＨ＝１．４５を有する。基板に隣接する層は、高い屈折率を有する。最上層
が高屈折率を有する材料のλ／４層である場合、Ｒ＝９５．２％の最大反射率が得られる
。最上Ｈ層の厚さがλ／４からゼロまで漸減する場合、反射率が連続的に減少する。これ
は、図２の３１及び３０層間の領域に対応する。低屈折率を有する材料製の追加層を第３
１Ｈ層に塗布すると、低屈折率を有する層の層厚さがλ／４に達するまで、反射率も同様
に連続的に減少する。これが、図２の３１及び３２層間の領域に示されている。この例示
的な光学系では、最上Ｈ層の厚さを減少させることにより、又は低屈折率を有する材料製
の層を追加的に塗布することにより、反射率を約９５．２％～８６．６％又は８７．９％
で変化させることが可能である。したがって、変調の大きさは、約１０パーセント点に制
限され、これは同時に、絶対項で達成することができる最大反射率の約１０％に対応する
。しかしながら、この変調の大きさ以内では、製造状態下で典型的である層厚さ変動を考
慮に入れたとしても何ら問題なく、任意の反射率を狭い変化範囲（一般的に１％～３％）
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で設定することができる。
【００５１】
　回転対称的又は非回転対称的な空間層厚さ分布又は反射率漸変を生じるためのさまざま
な可能性を以下にさらに詳細に説明する。
【００５２】
　反射防止層（ＡＲ層）の場合、光学構成部品の反射率及び／又は透過率の大きい空間変
調を良好な絶対精度で生じるさまざまな可能性がある。既知のように、ある程度広い層厚
さ範囲について、たとえば層厚さのすべてをλ／４±１０％の値に設定することによって
のみ、誘電干渉層システムの最適反射防止効果を達成することができる。この場合、さら
に、反射率最小値のスペクトル幅は通常、層対の数とともに増加することを考慮に入れな
ければならない。説明のため、図４は、各々の場合に基本構造をＳ｜Ｈ（ＨＬ）Ｎとして
、多くの層対を有する場合（図４（ａ））、及び少ない個別層を有する場合（図４（ｂ）
）の反射防止層システムの反射率Ｒのスペクトルプロファイルの比較を概略的に示す。こ
の場合、高屈折率及び低屈折率を有する材料製の多くの層対が、低屈折率（一般的Ｎ＞１
）の最下層上に配置されるとき、広い反射最小値（図４（ａ））が達成される。反対に、
３層だけが使用される（Ｎ＝１）場合、動作波長λで狭い反射最小値が生じ、明らかに反
射率は、より大きい又はより小さい波長の方へある程度直線的に増加する。そのような特
性を有する被膜をここではＶ字形被膜とも呼ぶ（図４（ｂ））。
【００５３】
　層システムのすべての個別層が、公称層厚さより相当に厚く、又は薄く作られる場合、
Ｖ字形被膜では、反射最小値がより短い波長へ移動する一方、動作波長λでは、層厚さデ
チューニングに応じて反射率が急激に上昇する。図５は、これに関して、３層のλ／４層
システムの場合の反射率のスペクトルプロファイルを実線で示し、すべての個別層の層厚
さを約３０％～４０％薄くした層システムの場合に短波へ移動したスペクトルプロファイ
ルを破線で示す。公称光学層厚さ（たとえば、λ／４）に対して厚さを（％単位で）変化
させた場合の反射防止被膜の反射率の依存性を、例示として図６を参照しながら説明する
。この場合、厚さが３０％だけ相対変化する結果、残留反射率が０．３％から約４．８％
まで増加し、これは、透明基板の残留反射ＲＳＵＢの領域にある。ある層システムについ
て、図６のタイプのグラフが最初に記録される場合、残留反射率の達成可能な最大変化（
変調の大きさは約８％）の状況において、Ｖ字形被膜の個別層の層厚さの局部変化により
、残留反射の任意の所望の空間変調を設定することが可能である。これは、各々の場合に
、考えられる光学構成部品の設置状態において比較的高強度が起きる領域内だけで層厚さ
変更による反射防止層のデチューニングを設定することを要し、それにより、光学構成部
品を通過後に、強度分布をより均一にすることができる。
【００５４】
　以上に説明した、すべての層の厚さを変化させる代わりとして、反射防止干渉層システ
ムの場合で、１つの個別層、たとえば最外層だけの層厚さを適当に設定することにより、
大きい変調のある残留反射率の所望のプロファイルを達成することも可能である。
【００５５】
　レンズ又は鏡上の２つの可能な層厚さ分布を、例示として図７を参照しながら説明し、
相対層厚さを輝度の値で表す。図７（ａ）は、層厚さが円領域の中心から縁部に向かって
連続的に増加する回転対称的な層厚さ分布を示す。図７（ｂ）は、層厚さが、周囲のより
明るい領域より暗く見える中央の星形領域で薄い６重の回転対称形の層厚さ分布を示す。
【００５６】
　図示の層厚さ分布、又は透過率又は反射率の対応の空間分布をもたらす他の空間層厚さ
分布を生じる１つの可能性は、均一な層厚さを有する、たとえばそれぞれの場合にλ／４
層を有するある層システムの場合、外側層の層厚さが大きく変化するように、イオン照射
によって外側層を局部的に除去することにある。その結果、図３に関連して説明した効果
を利用しながら、たとえば鏡層上に、変調の大きさが大きい反射率変化を生じることが可
能である。



(13) JP 2008-502127 A5 2008.7.3

【００５７】
　反射防止層の場合、すべての層の厚さを変化させることにより（図５及び図６を参照）
、又は選択された層だけ、特に最外層だけ（図３及び関連の説明を参照）厚さを変化させ
ることにより、反射の増加（又は透過の減少）を達成する可能性がある。すべての厚さの
変化は、たとえばレンズの被覆において対応の計算をしたダイアフラム配列を使用するこ
とによって達成することができ、このダイアフラム配列は、塗布された層厚さをほぼ均一
に減少させる。１つの層厚さだけを変化させようとする場合、これは、まず、ダイアフラ
ムなしで、又は特定の層厚さ及び層厚さ分布に対応する１組の第１ダイアフラムを用いて
１つ又は複数の個別層を被覆し、次に、層厚さの目標空間変化を達成するために、最後の
層の生成前に異なる組のダイアフラムを使用することによって達成される。
【００５８】
　遊星システムを備える被覆装置によって一定の層厚さプロファイルを狙い通りに達成す
る２つの可能性を、例示として図８及び図９を参照しながら説明する。遊星システムは、
主キャリア（遊星キャリア）（図示せず）を有し、これは、主回転軸８０、９０を中心に
して回転することができる。本例の場合、４つの基板キャリア（遊星）が、遊星キャリア
の周囲に配置されており、各々の場合、それぞれレンズ８１及び９１の形の被覆すべき基
板を担持している。基板キャリアは、主回転軸に平行に延びるそれぞれの基板キャリア軸
を中心にして回転することができ、それにより、主遊星キャリア及び遊星の回転時に、基
板は、主回転軸を中心にした全体的回転、及びそれらの基板キャリア軸８２、９２を中心
とした固有回転を行う。遊星は、蒸発器源（図示せず）の上方に配置され、基板は、被覆
すべき側が材料源に面するようにして、遊星の下側に固定される。遊星の下側に静止して
いる少数のダイアフラム８３、９３が、材料源と遊星との間に取り付けられ、遊星の移動
中、蒸発材料から発生する材料流を時々遮り、ダイアフラムの形が遊星の回転時間と協働
して、それぞれの遮蔽時間を決定し、この遮蔽時間が付着層厚さを決定する。
【００５９】
　図８に従った実施形態では、各々の場合においてダイアフラム８３が楕円形であって、
材料源と、遊星の回転軸が被覆面を貫通する点との間の接続線をほぼ中心にして配置され
、それにより、主に基板の被覆すべき中央領域がより長い期間にわたって遮蔽されるよう
になっている。本例では、ダイアフラムの形により、基板軸８２に関して回転対称的であ
る層厚さプロファイルが確実に生じるようになっており、その場合、被膜８４の層厚さは
、基板の中心から縁部まで、たとえばほぼ放物線状に連続的に増加する。まず第１に、反
射被膜の製造中、実質的に均一な層厚さが生じるように複数の層を塗布する場合で、且つ
それから続いて最外層を上記のように塗布する場合、基板の中心及び縁部での層厚さを適
当に選択すれば、鏡を作製することができ、その鏡の反射率は、光軸の領域より縁部で相
当に小さくなる、又は大きくなる（図３を参照）。
【００６０】
　図９に従った実施形態では、主回転軸９０に対して実質的に半径方向に延びたダイアフ
ラム９３が使用される。この場合、遊星キャリア及び遊星又は基板の回転をダイアフラム
の位置と調和させ、それにより、被覆すべき基板の場合、それらがダイアフラム９３によ
って部分的に覆われるときはいつも、特定領域（領域Ｂ）が主回転軸に面し、反対部分（
Ａ）が外側に位置する。それに比べて、基板が全材料流内のダイアフラム間に位置する場
合、各々の場合に表面領域Ｂが半径方向外側にある一方、表面領域Ａは主回転軸により近
い位置にあり、したがって、平均的により高い蒸着率で被覆される。この構造では、被覆
処理中、領域Ｂは、より大きい蒸着率で被覆されることができるはずであるときはいつも
遮蔽される一方、遮蔽ダイアフラム間の段階では、材料源からの距離がより大きいため、
反対領域Ａより少ない蒸着材料で被覆されるので、レンズ領域Ａには、反対のレンズ領域
Ｂより相当に多い被覆材料が蒸着する。このように、基板９１の断面全体で、領域Ａの大
きい層厚さから領域Ｂの小さい層厚さまで連続した層厚さプロファイルを有する被膜９４
を作製することが可能である。この技法は、たとえばλ／４スタックの外側層の作製時だ
け使用されることができる。
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【００６１】
　この基本原理を使用して、主回転キャリア及び遊星間に位置する歯車機構の伝達比を適
切に適合させることにより、被膜の他の対称形、たとえば３重、４重又は６重の放射形対
称を設定することも可能である（図７（ｂ）を参照）。
【００６２】
　これらの少ない例に基づいて、当業者であれば、既知のアポディゼーション技法を適当
に修正し、それにより、実質的に任意の回転対称形又は非回転対称形の層厚さ分布を有す
る反射被膜又は反射防止被膜を作製することが可能である。
【００６３】
　以下には、特に浸漬システムにおいて、コントラストの改善に関連したさらなる実施形
態を示す。特に浸漬媒質の場合、特に固体（ＳＩＬ）又は液体浸漬媒質の場合に光学的有
効吸収素子を使用した視野及びひとみ依存型透過分布の補償を例示的に示す。
【００６４】
　好適な応用分野において、本発明のこの態様は、浸漬リソグラフィ用の投影露光装置で
実行される。図１０は、照明系（１１１２）、物体面（１１２２）、投影対物レンズ（１
１２０）、像面（１１２８）、補正素子（Ｌ１）、及び外来光線を遮蔽するための散乱光
ダイアフラム（Ｌ２’）を備える投影露出装置（１１１０）を概略的に示す。照明系（１
１１２）は、補正素子（１１１６”、Ｌ１）及び放熱装置（１１１６’）を備える第２投
影対物レンズ（１１１６）を含む。
【００６５】
　上記の正味強度コントラスト及びそのひとみ及び視野効果は、投影露光装置に組み込ま
れた投影対物レンズの像側視野でのひとみ及び視野プロファイルを２回計算する、すなわ
ち、第１計算では浸漬媒質を変化させないでおき、第２計算では浸漬媒質の代わりに、透
過挙動以外は浸漬媒質と同じ光学特性を有するが、吸収率α＝０である偽媒質を用いるこ
とによって決定される。これは結果的に、投影対物レンズの幾何学的配置、物体側視野の
視野寸法、像側開口及び浸漬媒質の吸収率αから起きるひとみ及び視野効果の依存性に帰
着する。
【００６６】
　リソグラフィで特に使用されるＤＵＶ及びＶＵＶ波長λ、特にλ＝２４８、１９３又は
１５７ナノメータでは、多数の透明浸漬媒質が、ゼロ以外の吸収率αを有し、特にα＞０
．０３ｃｍ－１の場合がある。
【００６７】
　近視野リソグラフィでは、高い屈折率ｎ、特に屈折率ｎ＞１．６、又はｎ＞１．８さら
にはｎ＞１．９を有する浸漬媒質として、固体が使用される。それらは、たとえばスピネ
ル、サファイアなどからなるレンズ又は終端プレートとして等しく設けられる。
【００６８】
　これらの材料の固有吸収率も同様に、石英ガラス又はＣａＦ２などの通例の材料より高
い。
【００６９】
　この場合、近視野は、波長λの４倍より短い、さらには波長λより短い作動距離を意味
すると理解されたい。この場合、作動距離は、投影対物レンズの像面から、投影対物レン
ズの像面の前の最後の光学素子までの距離である。
【００７０】
　吸収法則：
　　Ｔ（Ｌ）＝ｅ－αＬ

によれば、透過強度は、吸収率α及び横行した距離Ｌとともに指数関数的に減少する。そ
の結果、視野位置に応じてひとみ全体に不均一な透過が生じる。
【００７１】
　平面的な境界面間で、光路は材料の伝搬角とともに余弦波的に増加し、テレセントリッ
ク結像の場合、視野変化が生じない。これらの事実は、図１０（ａ）から推測されること
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ができる。
【００７２】
　浸漬媒質の上方に位置する光学素子の下側が湾曲している場合、必要とされるものは、
屈折力を、特に正の屈折力を有する浸漬レンズ、特に液体レンズである。視野依存性は、
まさに図１０（ｂ）で明らかである。
【００７３】
　この問題部分を説明するためのさらなる可能性を以下に述べる。
【００７４】
　リソグラフィ対物レンズの場合のように、視野の大きさが大きい高開口システムでは、
固形材料製又は流体、特に液体製の光学的有効レンズ内に、大きい光路長差が生じる。
【００７５】
　図１６の例は、上側開口光線（ＵＣＲ－上側コマ光線＝上側開口光線）と下側開口光線
（ＬＣＲ－下側コマ光線＝下側開口光線）との最大光路差を示し、両方の開口光線は、最
大視野点ｙｍａｘで主光線（ＵＲ－単位光線）に対してアークサイン（ＮＡ／ｎ（浸漬）
）で与えられる角度をなす。
【００７６】
　幾何学的配置の指示により、特に最後のレンズ素子に相当な光路長差Δｄが生じる。こ
の光路長差は、ひとみでの最大正規化強度差：
　　Δｌ＝（１－１０－Ｋ・Δｄ）［％］
をもたらす。
【００７７】
　光学素子を構成することができる材料の例及びそれらの吸収係数は以下の通りである。
【００７８】
　　ＣａＦ２：ｋ＜０．０００５／ｃｍ
　　ＳｉＯ２：ｋ＝０．００１５／ｃｍ
　　Ｈ２Ｏ：ｋ＝０．０３８／ｃｍ
　　ＢａＦ２：ｋ－０．０３／ｃｍ
特に水Ｈ２Ｏは、ＣａＦ２の２０倍の吸収性を有する。
【００７９】
　したがって、２つの光線の光路長差が、射出ひとみに強度差を発生させる。これは、テ
レセントリックエラーを、楕円率エラーを、したがって視野依存型ゆがみ、構造体幅変化
、及び結像中のコントラストの損失をもたらす。特に、いわゆるダイポール設定での微細
構造体の結像中、ひとみでのある回折次数の、逆の回折次数に対する減衰が、これらの像
エラーにおいて発現する。この場合、特に強度差は、ΔＶ＝０．５・ΔＩでの結像中のコ
ントラストの損失に最大の効果を有する。
【００８０】
　光路長差が３０ｍｍとすると、石英内に１％の強度差が生じる。概ねΔｄ＞６０ｎｍか
ら、強度差は２％を超えるようになり、したがって、結像でのコントラスト損失が１％を
超えるようになる。しかしながら、この望ましくないコントラスト損失は、高開口光学系
において、そこに生じる光路長差のために発生するであろう。
【００８１】
　屈折力を有する光学素子に適する水及びさまざまな他の材料の場合、上記したように、
吸収が非常に大きくなる。たとえば、水レンズの場合、光路長差は、Δｄ＜２％の強度差
においてわずかに３．５ｍｍでなければならない。
【００８２】
　図１７の例は、光学系全体において最大開口数ＮＡが生じる場所である、像面の前の最
後の光学的有効素子についてである。もちろん、同様な効果が中間像の近傍でも発生し、
そこでは、開口数ＮＡ及び軸方向遠位の視野点に対する上側及び下側コマ光線の角度が、
中間像での開口数によって与えられるが、一般的により小さい。
【００８３】
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　不均一なひとみ透過はリソグラフィ結像エラーをもたらすので、補正素子、好ましくは
投影対物レンズ内及び／又は照明系内の一連のフィルタによってそれらを補償する必要が
ある。
【００８４】
　透過のひとみ及び視野プロファイルを正確に知ることが有利である。それはたとえば、
図１０ｂに概略的に示されているような、浸漬媒質の球形且つ凸状に湾曲した上側の場合
について、分析的に明示され、分析計算は好ましくは、多項式による近似を伴う。
【００８５】
　根底となる幾何学的配置が図１１ａに概略的に示されており、求めるものは、ひとみ座
標（ｐ、ｑ）＝（ｃｏｓφｓｉｎθ・ｓｉｎφｓｉｎθ）及び視野点座標ｒの関数として
の、半径Ｒの球形境界面の下方の任意の視野点ｒから球形境界面までの光路長である。
【００８６】
　視野点ｒから球形境界面上の点Ｒまでの直線は、方向ベクトルｓ、
【数１】

【００８７】
及び長さＬによって特徴付けられ、式：

【数２】

【００８８】
すなわち、
【数３】

【００８９】
を満たす。Ｌについて、これは二次方程式：

【数４】

【００９０】
を生じ、その解は
【数５】

【００９１】
である。Ｌは正であるとともに、Ｒ＞＞ｓｒでなければならないので、ルートの前には正
記号を選択する必要がある。
【００９２】
　図１２には、一定半径Ｒの場合の幾つかの視野点についてＬを概略的に示す。
【００９３】
　したがって、全体的な透過は分析的に
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【数６】

【００９４】
を示す。
【００９５】
　この透過Ｔに対応する吸収を補償するために、視野及びひとみ全体での透過が、高吸収
性の光学的有効素子、特に浸漬液又は固体浸漬レンズ（ＳＩＬ）の透過分布に関して反対
に延在している光学的有効素子を使用する必要がある。
【００９６】
　特に、視野及びひとみにおける一定のアポディゼーションプロファイルを補償する一連
のフィルタが要求される。原則的には、この目的には２タイプ及び対応の混合形を使用す
ることができる。
【００９７】
空間変化型フィルタ
　これらのフィルタは、位置依存効果を有し、これは、少なくとも適正な概算では、入射
角に関係ない。したがって、それらはひとみ内のひとみに、また視野内の視野に作用する
。中間領域において、それらはある平面の副ひとみに作用する。
【００９８】
　この場合、平面上の視野点上の副ひとみは、その平面上の、この視野点から現れる光コ
ーンによって物体側幾何学的開口Ａｏで照明される領域である。副ひとみの直径及び形は
、視野点の位置にほとんど関係なく、したがって、物体側幾何学的開口Ａｏ及び考慮する
平面だけに依存する。図１１ｂを参照されたい。物体側幾何学的開口Ａｏは、投影対物レ
ンズに固有の結像スケールｂによって像側幾何学的開口Ａと結びつけられる。一般的に、
Ａｏ＝Ａ・ｂが当てはまり、好ましくはｂ＝０．２５である。
【００９９】
　投影対物レンズのひとみ及び視野を位置付けるさまざまな場所は、実際には概略的に決
定できるだけである。したがって、近ひとみ及び近視野域を参照されたい。
【０１００】
　投影対物レンズの領域が、近視野又は近ひとみのいずれでもない場合、それは中間領域
と呼ばれる。
【０１０１】
　より正確には、以下の呼称系を規定するものとする。
【０１０２】
　ｕは、物体面の最外視野点であって、好ましくは視野高さが６ｍｍを超えるものとする
。Ｏは、投影対物レンズの光軸と物体面との交点を表すものとする。ｈｈは、主光線のｕ
からの高さとし、ｈａは、Ｏから進む開口光線の最大高さであるとし、その両方は、投影
対物レンズの光軸に垂直な平面Φ上で測定される。投影対物レンズに関連する光学素子は
、その主平面Φ上で測定されたとき、ｈα／ｈｈ＜τが当てはまれば、近視野（視野面に
近いことの同義語）と呼ばれ、ｈα／ｈｈ＞１／τが当てはまれば、近ひとみ（ひとみ面
に近いことの同義語）と呼ばれるものとする。この場合、τは、選択すべきパラメータで
あって、０＜τ＜１、好ましくはτ＝０．１又はτ＝０．２又はτ＝０．４である。近視
野又は近ひとみのいずれでもない光学素子は、中間領域に関係するものと呼ばれる。
【０１０３】
角度変化型フィルタ
　これらのフィルタは、角度依存効果を有し、これは、少なくとも適正な概算では、位置
に関係ない。したがって、それらはひとみ内の視野に、また視野内のひとみに作用する。
【０１０４】
組み合わせフィルタ
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　これらのフィルタは、空間変化型フィルタと角度変化型フィルタとの重なり合いから生
じる効果を有する。
【０１０５】
　上記フィルタは、空間及び／又は角度依存型の透過を有する位置依存型層厚さ（図１３
を参照）により、ニュートラルフィルタにより、又は位置依存型層厚さ及びニュートラル
フィルタの組み合わせにより実現される。
【０１０６】
　この場合、ニュートラルフィルタは特に、使用した光の吸収をもたらす異なった層厚さ
を有するクロム層によって実現されてもよい。この吸収された光は熱をもたらし、それに
より、投影露光装置内、特に投影対物レンズ内の収差を招くであろう。
【０１０７】
　少なくとも部分的に反射する層を使用するときも、同様な問題が起きる。外来光、すな
わち同義語として散乱光と呼ばれる反射光を吸収できなければならないであろう。
【０１０８】
　そのような場合、この補償を行う装置がこれに必要である。これらの装置は好ましくは
、抵抗熱を散逸させる、又は好ましくは追加ダイアフラムによって外来光を遮蔽する。
【０１０９】
二次概算での実行
　ここではたとえば回転対称浸漬媒質について、分析計算を行う。吸収の視野依存性自体
が回転対称的であるので、回転対称フィルタ素子だけが必要であるとも言える。したがっ
て、視野点変化は、ｘ方向にだけに起きる（図１３ｂを参照）。
【０１１０】
　補正素子の吸収は、以下のように二次項に書いてまとめられることができる。
【数７】

【０１１１】
　したがって、効果は、純粋視野効果、純粋ひとみ効果、及び混合項にある。その比率は
ｖの値によって調整される。ｖ＝０の場合、純粋視野効果があり、ｖ＝１の場合、純粋ひ
とみ効果がある。
【０１１２】
　半径Ｒが視野点位置に対して大きい場合、光路長Ｌも同様に二次位数まで伸びることが
できる。視野付値が追加的にｘ方向に制限され（一般性の制限を伴わない）、また以下が
結果として生じ、
【数８】

【０１１３】
但し
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【数９】

【０１１４】
である場合、これは
【数１０】

【０１１５】
を意味する。
【０１１６】
　光路長は一連の被加数に分解されるので、吸収率は、関連する透過の積によって表され
ることができる。

【数１１】

【０１１７】
　吸収率プロファイルは、以下に示すように、１）中間領域、２）視野、３）ひとみの二
次プロファイルを有する３つのフィルタによって二次概算で補償されることができる。
【０１１８】
　中間領域において、

【数１２】

【０１１９】
　正規化半径が

【０１２０】
副ひとみ半径がｖでは、これは、
【数１３】

【０１２１】
を意味する。
【０１２２】
　ｖ≠０且つｖ≠１の場合、このフィルタはプロファイル
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【０１２３】
を補償するが、これは、

【０１２４】
の視野プロファイル及びａ１ｖ２（ｐ２＋ｑ２）のひとみプロファイルを発生させること
になる。これらは、視野及びひとみフィルタによって補償されなければならない。存在す
る視野及びひとみプロファイルを補償するためにそれらを使用すれば、好都合である。
【０１２５】
　その時、視野領域では、
【数１４】

【０１２６】
但し、
【数１５】

【０１２７】
と言うことができる。
【０１２８】
　また、最後になるがひとみ領域では、
【数１６】

【０１２９】
但し、
【数１７】

【０１３０】
であり、

【数１８】

【０１３１】
と言える。
【０１３２】
　負吸収は、純粋に正に、したがって、一定の構成部品によって物理的に可能な吸収に変
換されなければならない。
【０１３３】
投影露光装置のメンテナンス
　吸収物質及びそれから作製された光学素子の透過挙動でも、投影露光装置の使用に伴っ
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て変化する。この変化は、シミュレーション又は測定により、好ましくはパラメータβに
よって説明されることができ、特にβ＝α又はβ＝Ｋが当てはまるであろう。したがって
、パラメータβは、浸漬媒質の、新しくシミュレートされた、又は測定された透過指数、
又は浸漬媒質の新しく測定された吸収係数Ｋである。
【０１３４】
　その場合、補正素子を適応させる必要があり、好ましくは、それを画定するフィルタを
、それらの位置又は実施形態について変更し、特にフィルタ素子を交換する。
【０１３５】
　この処理は、二次特性の収差を投影露光装置に、特に投影対物レンズに持ち込む可能性
があり、これを少なくとも部分的に補正しなければならない。この補正は、光学素子の位
置の操作、光学素子の形の操作（米国特許第５，８０５，２７３Ａ１号を参照）、又は光
学素子の表面処理（米国特許第６，２６８，９０３Ｂ１号を参照）によって行われること
ができる。
【０１３６】
結論
　透過挙動に関する同様な問題部分は、使用される他の光学的有効素子の透過挙動と大き
く異なる、すなわち大量に吸収する、具体的には一桁分又は複数桁分までも大量に吸収す
る透過挙動を示す光学的有効素子を含むいずれの投影露光装置にも発生する。浸漬媒質の
伝統的な概念を以上に使用したのは、より理解しやすくするためだけである。本発明の保
護範囲をいずれの意味でも制限するつもりはない。
【０１３７】
　本発明は、図１４に例示的に示されているように、マイクロリソグラフィ投影対物レン
ズに組み込まれることができる。そのような２鏡直線配列形の反射屈折投影対物レンズの
一部の基本構成原理が、たとえば２００４年１月１４日に本出願人により出願された米国
特許仮出願第６０／５３６２７８号に開示されている。本発明はまた、図１５に例示的に
示されているような、中間像面を照明系の最終像面に結像するように構成された結像光学
系にも組み込まれることができる。図面の番号は選択された光学表面を表す。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】図１は、偏光ビームスプリッタを備える反射屈折投影対物レンズの概略図である
。
【図２】図２は、λ／４層を備える誘電鏡層システムの反射率のスペクトルプロファイル
を、すべての個別層の層厚さを数パーセントずつ減らした鏡層システムと比較した概略的
比較グラフである。
【図３】図３は、高反射鏡の反射率を最外層の厚さの関数として示す概略グラフである。
【図４】図４は、個別層の数の関数としての反射防止層システムの反射率のスペクトルプ
ロファイルを比較して示し、（ａ）は多くの個別層を有する干渉層システムの場合の広い
反射最小値を示し、（ｂ）はわずかな個別層を有する層システムの場合のＶ字形の狭い反
射最小値を示している。
【図５】図５は、λ／４個別層を有する場合（実線）、及び層厚さを各々の場合で数パー
セントずつ減らした個別層を有する場合（破線）のＶ字形被膜の反射率のスペクトルプロ
ファイルの概略図。
【図６】図６は、反射防止干渉層システムの反射を、公称層厚さに対する層厚さ変化の関
数として示す概略グラフである。
【図７】図７は、レンズ上又は鏡上の干渉層システムの異なった局部層厚さ分布を概略的
に示す。
【図８】図８は、構成部品の中心から縁部まで連続的に増加する層厚さの回転対称的層厚
さ分布を生じるためのダイアフラム方法を概略的に示す。
【図９】図９は、層厚さが光軸に対して直角方向に連続的に変化する干渉層システムを備
えた光学素子を作製するためのダイアフラム方法を概略的に示す。
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【図１０】図１０は、本発明による投影露光装置の一実施形態を示す。
【図１０ａ】図１０ａは、２つの平坦表面と境界を接する浸漬媒質内の像視野の視野点に
属する照明光ビームの個別光線の光路長を示す。
【図１０ｂ】図１０ｂは、下側平坦面及び上側球形凹面と境界を接するそのような媒質の
場合の照明光の個別光線の光路長を示す。
【図１１ａ】図１１ａは、副ひとみ内に使用された座標系を示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは、副ひとみ内に使用された座標系を示す。
【図１２】図１２は、一定の半径Ｒの場合の幾つかの視野点についての光路長Ｌのひとみ
プロファイルを示す。
【図１３ａ】図１３ａは、変動層厚さによって作用するフィルタを示す。
【図１３ｂ】図１３ｂは、視野及びひとみのパラメータ表示を示す。
【図１４】図１４は、浸漬媒質を有する投影対物レンズを示す。
【図１５】図１５は、照明系と組み合わされた第２投影対物レンズを示す。
【図１６】図１６は、光学素子内、特に浸漬媒質内での、上側及び下側開口光線間の光路
長差Δｄを示す。
【図１７】図１７は、光学素子を構成することができる異なる材料についての、光学素子
、特に浸漬媒質における光路長差Δｄに対する正規化強度差ΔＩを％単位でプロットした
グラフである。
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